
2025/4/1現在

主な変更点 新登録料（各規程参照） 関連規程等

チーム/学校等（旧所属団体）の登録 ◆チームおよび所属選手等の登録手続きは、チーム登録担当者本人の「メンバーID」から行なう

※旧来の団体登録担当者ID(7から始まる11桁の番号)は廃止

チーム登録料は管轄の都道府県にお問合せく

ださい

登録規程

★手続きマニュアル ・チーム情報の引継ぎ - マニュアル - NFメンバーシップサポート

・チーム更新登録とチーム構成員代理登録の流れ - マニュアル - NFメンバーシップサポート

チーム/学校等に所属する人

 (選手、指導者、関係者等）

◆チームに所属する場合は「選手」または「選手以外」で登録する。チーム登録者を「チーム構成員」と呼ぶ

◆旧来の「指導者」「選手・指導者」の分類は廃止。新システムでの「指導者」は「指導者資格」を指す

※「選手以外」とは、指導者・監督・顧問・スポッター・トレーナー・所属審判員・登録担当者・チーム関係者等

※「選手」と「選手以外」を兼ねる場合は、両区分で構成員登録をする。その際、追加の個人登録料はかからない

が、管轄の都道府県料金がかかる場合がある

※「資格保有者」は別途「資格の登録」が必要

「選手」・「選手以外」の登録料は年齢で

区分設定。各料金は「登録規程」ご参照

登録規程

★手続きマニュアル ・チーム更新登録とチーム構成員代理登録の流れ - マニュアル - NFメンバーシップサポート

・構成員登録の代理申請 - マニュアル - NFメンバーシップサポート

・メンバー本人による構成員登録の流れ（チームあるいは協会への登録） - マニュアル - NFメンバーシップサポート

選手の重複登録 ◆種別毎に２チームまで登録可能

※選手登録料は最初に登録した時にかかる。なお、管轄の都道府県料金がかかる場合がある

登録規程

「タンブリング」 ◆「タンブリング」種別の設置

※「タンブリングの選手」は、「タンブリングの登録チーム」に選手登録する

※「タンブリングの審判員保有者」は「タンブリングの審判員（１～３種）」として登録する

登録料は他競技と同様 登録規程

公認審判員認定規程

トランポリン・シャトル競技公認審判員規程

タンブリング公認審判員認定規程

★手続きマニュアル ・資格登録の流れ - マニュアル - NFメンバーシップサポート

【トランポリン指導者資格】

・JSPOトランポリンコーチ３

◆「JSPOトランポリンコーチ3」”有効”保有者情報を新システムに反映（年2回：4月期、10月期）

※年2回（4月1日時点・10月1日時点）、JSPO有効資格者情報を新システムに紐づける。2025年4月1日時点の情報は4

月中旬より表示（別途、本資格の登録申請が必要）

※JSPOコーチ3資格が有効期限切れの場合はJGA-Webに反映されず無資格状態になるため要確認のこと。

※JSPO登録個人情報とJGA-Web登録個人情報に齟齬がある場合は紐づけできない場合があるため要確認のこと。

JSPOトランポリンコーチ３資格別登録料：

10,000円/4年（支払はJSPO登録更新時、

JSPOを通じて更新料とあわせて納入。JGA-

Webでの支払はなし）

★手続きマニュアル ・資格の登録申請（システム外ですでに資格を認定されている方） - マニュアル - NFメンバーシップサポート

【トランポリン関連：2025年度からの新登録システム等の主な変更点】

【審判員資格】

・トランポリン競技審判（１-３種）

・シャトル審判

・タンブリング審判（１-3種）

◆全種別の審判員登録が可能になる（トランポリン競技審判員1-3種／シャトル審判員／タンブリング審判員1-3種／

他：体操競技審判員／新体操審判員など）

※新規認定料は廃止。年度登録料のみ。なお、トランポリン競技審判登録料（体操競技審判、新体操競技審判も同

様）は、管轄の都道府県料金がかかる場合がある

各審判登録料(種別毎)：2,500円/年

（トランポリン競技審判登録料は管轄の都

道府県料金がかかる場合がある）
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https://www.jpn-gym.or.jp/wp-content/uploads/2025/01/jgareg05_241207.pdf
https://membership.nf-support.jp/member/manual/team-supervisor-matching/
https://membership.nf-support.jp/member/manual/jga-registration-flow/
https://www.jpn-gym.or.jp/wp-content/uploads/2025/01/jgareg05_241207.pdf
https://membership.nf-support.jp/member/manual/jga-registration-flow/
https://membership.nf-support.jp/member/manual/team-member-registration-proxy-apply/
https://membership.nf-support.jp/member/manual/jga-member-registration-flow/
https://www.jpn-gym.or.jp/wp-content/uploads/2025/01/jgareg05_241207.pdf
https://www.jpn-gym.or.jp/wp-content/uploads/2025/01/jgareg05_241207.pdf
https://www.jpn-gym.or.jp/wp-content/uploads/2025/01/jgareg_17_250110.pdf
https://www.jpn-gym.or.jp/wp-content/uploads/2025/01/jgareg_35_250110.pdf
https://www.jpn-gym.or.jp/wp-content/uploads/2025/01/jgareg_57_250110.pdf
https://membership.nf-support.jp/member/manual/jga-qualifier-registration-flow/
https://membership.nf-support.jp/member/manual/qualifier-registration-apply-matching/
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【トランポリン関連：2025年度からの新登録システム等の主な変更点】

トランポリン普及指導員規程

トランポリン競技コーチ規程

★手続きマニュアル ・資格登録の流れ - マニュアル - NFメンバーシップサポート

その他、2025年度登録関連資料 「２０２５年度からの登録システム移行並びに登録•資格関係規程改定について」 納入済み登録料は返金されない

新JGA-web登録システムについて（よくあるご質問） | 公益財団法人日本体操協会｜Japan Gymnastics Association

その他登録関連情報　関係者向けお知らせ | 公益財団法人日本体操協会｜Japan Gymnastics Association

【トランポリン指導者資格】

・トランポリン普及指導員

・JGAトランポリン競技コーチ

・JSPOトランポリンコーチ３

◆保有するトランポリン指導者資格のうち上位の資格１つを、保有者本人が登録する

※順位（⇒右側が上位）

「普及指導員」⇒「JGAトランポリン競技コーチ」⇒「JSPOトランポリンコーチ３」

※JSPOトランポリンコーチ３資格が有効の場合は、JGAトランポリン競技コーチまたは普及指導員資格の登録は不要

※登録資格の有効期間内で上位資格を新規取得した場合、新規資格の登録料がかかる。既に支払済みの前資格登録料

は返金されない

※資格の保持だけで、JGA事業に参加しない場合は構成員登録は不要

・普及指導員資格登録料：10,000円/4年

・JGAトランポリン競技コーチ登録料：

10,000円/4年
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https://www.jpn-gym.or.jp/wp-content/uploads/2024/12/jgareg36_20241207.pdf
https://www.jpn-gym.or.jp/wp-content/uploads/2024/12/jgareg34_241207.pdf
https://membership.nf-support.jp/member/manual/jga-qualifier-registration-flow/
https://www.jpn-gym.or.jp/wp-content/uploads/2025/01/Info_for_all_250124.pdf
https://www.jpn-gym.or.jp/notice/41660/
https://www.jpn-gym.or.jp/notice/notice_type/%e7%99%bb%e9%8c%b2%e9%96%a2%e9%80%a3/
https://www.jpn-gym.or.jp/notice/notice_type/%e7%99%bb%e9%8c%b2%e9%96%a2%e9%80%a3/

